
　　
（北海道旭川市に移住して）

バス運転手として
旭川の地域交通を支えてくれる方

求む！

乗務員のなり手不足やバスの免許を持つ方の高齢化などでバスの乗務員が不足しています。
旭川市には，旭川市に転入し，市内に本社を置く路線バス会社に乗務員として就職した方に
助成金を支給する制度があります。

・北海道外から転入の方　　　  助成額３０万円
・道内他市町村※から転入の方　助成額１０万円
※鷹栖町，東神楽町，当麻町，比布町，愛別町，上川町，東川町，美瑛町を除く。

詳しくは旭川市地域振興部都市計画課まで。
　　　　　　　　（TEL: 0166-25-9851）　　　HPはこちら→

働くバス運転手の声（旭川市広報誌「あさひばし」R2.7月号より）

Q でも普通免許だし，雪道の運転は心配…
A 大丈夫！旭川市内の路線バス会社には，路線バスの運転に必要な大型第二種免　
　許の取得を支援する制度があります！雪道運転もしっかりサポートします！
　詳しくは，各バス会社にお問合せください。

旭川電気軌道(株)
運輸部
（TEL: 0166-32-2161）

道北バス(株)
総務部
（TEL: 0166-51-0111）

求人情報はこちら→ 求人情報はこちら→


